
平成１２年（行ケ）第１１号　審決取消請求事件
平成１２年５月１８日口頭弁論終結
                判　　　　　決
        原　　　　　　告　　　　　  ドイッチェ　テレコム  アクチェンゲゼル
シャフト
        代表者　　　　　            【Ａ】
        同　　　　　　　　　　　　  【Ｂ】
        訴訟代理人弁護士　　　　　　宇　　井　　正　　一
        同　　　　弁理士　　　　　　【Ｃ】
        同　　　　弁理士　　　　　　【Ｄ】
        訴訟復代理人弁理士　　　　　【Ｅ】
        被　　　　　　告　　　　　　特許庁長官　【Ｆ】
        指定代理人　　        　　　【Ｇ】
        同　　　　　　　　　　　　　【Ｈ】
                主　　　　　文
    原告の請求を棄却する。
    訴訟費用は原告の負担とする。
    この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定め
る。
                  事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
      特許庁が平成１０年審判６２３６号事件について平成１１年９月２０日にし
た審決を取り消す。
  ２　被告
      主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
      原告は、平成７年１２月２７日、「Ｔ－Ｓｙｓｔｅｍ」の文字から成る商標
（以下「本願商標」という。）を、第９類「理化学機械器具、測定機械器具、配電
用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器
具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス（建築用のものを除く。）、
救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン
発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロ
ン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道
用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報
知器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、
盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自
動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィ
ルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、
ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録
機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算
機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算
機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付
けチェック装置、ウェイトベルト、ウェットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用
浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲ
ームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メト
ロノーム」を指定商品として商標登録出願（商願平７－１３４６１５号）をした
が、平成９年１２月２６日に拒絶査定を受けたので、平成１０年４月２２日、これ
に対する不服の審判の請求をした。
      特許庁は、これを平成１０年審判第６２３６号事件として審理したうえ、平
成１１年９月２０日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年
１０月１６日、その謄本を原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加さ
れた。
  ２　審決の理由の要点
      審決の理由は、別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、本願商
標に接する需要者、取引者は、同商標中の「Ｔ」の文字を商品の記号、符号を表わ
すにすぎないものとして、また、「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字を商品の装置、方式を意



味する語としてそれぞれ理解し、認識するにとどまり、全体としても自他商品の識
別標識としての機能を果たすものと認識し得ないから、本願商標は、取引者・需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商
標法３条１項６号に該当する、というものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
      審決の理由中、「１　本願商標」及び「２　原査定の理由」は認める。「３
　当審の判断」は争う。
      審決は、本願商標の一体不可分性を看過して、これを「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅ
ｍ」に分けて認識されるものと誤認し（取消事由１）、これもあずかって、本願商
標は自他識別標識として機能しないと誤認し（取消事由２）、その結果、同商標
を、商標法３条１項６号に該当するとしたものであるから、取り消されるべきであ
る。
  １　取消事由１（本願商標の一体不可分性の看過）
      審決は、本願商標を「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」とに分けたうえで、それぞれ
の文字が自他識別標識としての機能を果たすものではないとする。
      しかし、以下に述べるとおり、取引者・需要者は、近年、本願商標のような
ローマ字１文字と他の語とがハイフンで組み合わされた語を、分離して認識するこ
となく、一体のものとして認識するにようになっており、かつ、本願商標は、外観
及び称呼において一体性を有するものであるから、本願商標は、取引者・需要者か
ら一体不可分のものと認識されると解するべきである。
      最近、我が国では、複数の語からなる結合語を採択する場合に、ローマ字１
字と他の語とを組み合わせて、あるものの名称とすることが頻繁に行われるように
なっている（例えば、「Ｅメール」（電子メール）、「Ｊ－Ｐｈｏｎｅ」（携帯電
話）、「Ｐメール」、「Ｃメール」、「Ａメール」（ＰＨＳの文字通信）、「ｉモ
ード」（携帯端末の情報通信）、「Ｘ－Ｊａｐａｎ」、「Ｊ－Ｆｒｉｅｎｄｓ」、
「Ｆ－Ｂｌｏｏｄ」（音楽グループ）、「Ｊリーグ」（プロサッカー）、「Ｘリー
グ」（社会人アメリカンフットボール）、「Ｖリーグ」（バレーボール）等。）。
特に、ローマ字１字と組み合わされる語がローマ字の場合、両者はハイフンで結合
される傾向にあり、本願商標も同様である。これらの語は、テレビ、新聞、雑誌等
のメディアに頻繁に出現し、日常的に接するものであるため、既に取引者・需要者
間で広く認知され、浸透している。このため、取引者・需要者は、ローマ字１字と
他の語とをハイフンで組み合わせて成る結合語を、単にある語にローマ字１字を付
加したものと認識するのではなく、一体的な語として認識するようになっており、
このような事情は、商標一般についても生じている。
      本願商標の外観は、これを構成する各文字が、同一の書体、同一の色彩で横
一段に記載されており、かつ、「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」とはハイフンの働きによ
り連結して一体のものとなっている。したがって、外観上、本願商標が「Ｔ」と
「Ｓｙｓｔｅｍ」とに分離されることはない。
      また、称呼については、一般に、ハイフンを有する語は、ハイフンの前後で
分断されることなく一連に称呼されており（例えば、「Ｃｏ－ｏｐ」を「コープ」
と一連に称呼する。）、かつ、本願商標から生ずる称呼「ティーシステム」は、さ
ほど冗長なものではないから、簡易迅速を尊ぶ取引界でも、称呼の面で「Ｔ」と
「Ｓｙｓｔｅｍ」とに分離される余地はなく、一体のものとして称呼されることは
明らかである。
  ２　取消事由２（本願商標の識別性に関する誤認）
      本願商標は、識別性を有する。
    (1)　本願商標の「Ｔ」は、原告の名称である「Ｄｅｕｔｃｈｅ　Ｔｅｌｅｋｏ
ｍ」の「Ｔｅｌｅｋｏｍ」頭文字を採ったものであり、原告の商標の冒頭部分に数
多く採択されている。すなわち、原告は、日本における子会社であるドイツテレコ
ム株式会社を通じ、既に日本で販売、提供している商品・役務について「Ｔ」を他
の語とハイフンで結合した商標を使用しており（「Ｔ－ＩｎｔｅｒＣｏｎｎｅｃ
ｔ」（インターネット接続サービス）、「Ｔ－Ｎｅｔ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ」（企
業内通信ネットワークサービス）、「Ｔ－Ｏｎｌｉｎｅ」（オンライン・インター
ネットサービス・コンピュータ、モデム、ＣＤ－ＲＯＭ等）、「Ｔ－ＬＡＮ」（Ｌ
ＡＮソリューション）、「Ｔ－ＮｅｔＣａｌｌ」（インターネット電話）等）、こ
れらの商標の「Ｔ」は、原告の提供する商品・役務の符号や記号ではなく、商標の
必須構成要素として、他の語と一体不可分のものとして取り扱われている。本願商
標の「Ｔ」も、商品の符号や記号として使用されているのではなく、上記各商標と



同じく、商標の必須の構成要素として、「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字と一体不可分のも
のとして使用されている。
    (2)　上に記したところによれば、本願商標に接した平均的知識水準の取引者・
需要者も、本願商標の「Ｔ」の字を商品の符号、記号としてではなく、本願商標の
必須構成要素であると理解し、一体不可分のものとしてとらえると解すべきであ
る。特に、取引者・需要者は、商品の選択に際しては、商標だけを見るのではな
く、パンフレットや商品上の記述を参照するから、このような記述を見た取引者・
需要者は、本願商標の「Ｔ」が単なる符号や記号ではなく、本願商標の必須の構成
要素であることを容易に理解できる。原告及びその日本の子会社であるドイツテレ
コム株式会社は、本願商標を浸透させるため、本願商標の使用に際し「Ｔ」を商標
の必須構成要素であることを認識させるように努めるから、これにより取引者・需
要者は、「Ｔ」が商標の必須構成要素であることを認識させられることになる。そ
して、前記のように、ローマ字１字とある語とがハイフンで組み合わされた語が日
常頻繁に使用されるようになっている社会状況の下では、取引者・需要者が本願商
標を一体不可分のものとすることに何ら抵抗はない。このように、原告が商品の符
号、記号として使用するものではなく、取引者・需要者も商品の符号、記号と認識
しないものは、商標法上の符号、記号とはなり得ない。
    (3)　本願商標は、何らかの意味を表示するとしても、全体として、「Ｔ方式」
という抽象的な意味合いを感得させるにすぎない。商標法上、登録を拒絶される商
品の品質、機能を表示する商標とは、具体的な品質、機能を直截に表示し、取引者
の誰もが品質、機能の表示として使用する商標をいうものと解すべきであるから、
本願商標のように、具体的な品質、機能を表示しない商標は、登録を拒絶されるこ
となく、自他商品の識別標識として機能するものとして、登録が認められるべきで
ある。
    (4)　原告は、本願商標と同じ構成の、「Ｔ－Ｓｙｓｔｅｍ」及び、「Ｔ」と指
定商品ないし指定役務との関係で明らかに識別力を欠く語とがハイフンで結合され
た商標（「Ｔ－Ｏｎｌｉｎｅ」、「Ｔ－ｎｅｔ」、「Ｔ－Cａｒｄ」）につき、商標
登録を受けている。これらの登録商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一
のものもある。
        また、本願商標の指定商品の分野において、それぞれ「Ｑ方式」（「ＱＳ
ＹＳＴＥＭ」）、「Ｊ方式」（「ジェーシステム」）、「Ｚ方式」（「Ｚ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ」、「ゼットシステム」）という意味合いを感得できる商標が商標登録され
ている（これらの商標はハイフンで結合されていないが、ハイフンの有無はローマ
字と「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字との結合を弱めるものではないから、構成上同じに扱
ってもよいはずである。）。
        本願商標がこれらの登録商標と別異に取り扱われる特段の理由はない。
第４　被告の反論の要点
      審決の認定判断は、いずれも正当であり、審決を取り消すべき理由はない。
    １　取消事由１（本願商標の一体不可分性の看過）について
      (1)　審決は、本願商標の自他商品の識別機能について、ローマ字の「Ｔ」と
「Ｓｙｓｔｅｍ」とを単に分けたうえで、判断したものではなく、本願指定商品及
び機械器具の業界における「Ｆシステム」、「Ｙシステム」等ローマ字１字と「シ
ステム」の語が結合されたものが商品の性能、仕様等を区別するために用いられて
いる実例をあげて、「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字を結合した本願商標が、全体
としても、自他商品の識別標識としての機能を有しない旨判断したものである。
          本件で問題なのは、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有す
るかどうかであり、本願商標が一体不可分のものと認識されるかどうかということ
は、上記自他商品の識別機能との間に直接の関係はない。本願商標は、外観上、特
段図形化されるというような事情もないから、本願商標の一体不可分性は、自他商
品の識別標識としての機能の有無に何らの影響を与えるものではない。
      (2)　取引者・需要者は、ローマ字１字と他の語とがハイフンで結合された場
合に、必ず「全体として特定のものを指す一体的な語として認識する」とはいえ
ず、商標についての取引者・需要者の認識は、構成する文字や指定商品を取り扱う
業界の実情等によって異なる。
          例えば、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、いわゆるシリ
ーズ商品について、上位概念としてのシリーズ名と、その中で細分化された商品名
や記号とを、ハイフンで結んで用いることが普通に行われている。この場合、その
語は、上位概念であるシリーズ中の下位概念であるシリーズ機種を表すものとして



使用され、認識されているのであって、ハイフンで接続されたことによって、全く
新たな特定の意味合いを認識させるものではない。このような場合、ハイフンで結
合された商品については、ハイフンの前あるいは後の語で表示することが一般的に
行われている（ビデオカメラの機種につき「ＣＣＤ－ＴＲ５５５」と「ＣＣＤ－Ｔ
Ｒ１２」がある場合に、当該機種をハイフンの後の「ＴＲ５５５」又は「ＴＲ１
２」で表示する等）。
  ２　取消事由２（本願商標の識別性に関する誤認）について
    (1)　商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、商標から生ずる意
味及び意味合いと、その商標が使用される商品との関係において、一般の取引者・
需要者がその商標により商品の出所識別標識と認識するか否かによって判断される
べきものである。
    (2)　本願商標は、ローマ字１字の「Ｔ」と、「複数の要素が有機的に関連しあ
い、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体、組織、系統、仕組
み」を意味する語である「Ｓｙｓｔｅｍ」とをハイフンで結合したものである。
        本願指定商品を取り扱う業界では、一般に、「Ｓｙｓｔｅｍ」あるいは
「システム」の語は、「特定の機能を発揮する装置（商品）の組合せ、方式」を表
す語として頻繁に使用されている（音響機器における「ＡＶシステム」、「ＡＵＤ
ＩＯ　ＳＹＳＴＥＭ」、「ＳＲＥＡＫＥＲ　ＳＹＳＴＥＭ」、情報機器における
「ＣＡＤシステム」、「オペレーションシステム」、「ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙ
ｓｔｅｍ」、「コンピュータ　システム」等）。
        また、本願指定商品を取り扱う業界においては、一般にローマ字１字又は
２字、数字等は、商品の品質、等級等を表す記号・符号として頻繁に使用されてい
る。同業界では、システムの機能、性能、用途、価格等について複数のタイプの商
品提供を行っている場合があり、このような場合に、ある「システム」と他の「シ
ステム」を区別するため、ローマ字、数字等の記号・符号と、「システム」、「Ｓ
ＹＳＴＥＭ」の文字とを組み合わせて表示することが普通に行われている（例え
ば、コンピュータ用給与会計ソフトについて、その性能により「Ａシステム」、
「Ｂシステム」、「ＬＡＮ対応版」の３タイプが販売され、コンピュータ用企業財
政ソフトについて、その性能により「Ａシステム」、「Ｂシステム」、「Ｓｕｐｅ
ｒシステム」の３タイプが販売され、ステレオについて「４９５システム」、「３
９５システム」、「Ｓ７０システム」が用いられている。）。このことは、本願商
標の指定商品を取り扱う業界以外でも同様である（例えば、機械器具の分野におい
て、鉄骨加工業界向けの自動溶接システムについて、工法の違いにより「Ｆシステ
ム」、「Ｙシステム」が用いられ、プリント回路基盤分割装置について、分割する
方法の違いにより「Ｕシステム」、「ＸＹシステム」等が用いられている。）。
    (3)　原告の中心的な業務である情報通信サービスは、本願商標の指定商品に係
る業務とは異なる。原告が「Ｔ」と結合して成る語を商標として多数採択している
としても、原告が上記各商標を採択した意図が需要者に広く認識されているとは認
められない。また、本願指定商品について「Ｔ－Ｓｙｓｔｅｍ」の文字が原告の商
標として広く知られている事実もない。
    (4)　そうすると、本願商標に接する一般の取引者・需要者は、本願商標から、
他のシステム及び商品と区別するという程度の意味で、「Ｔという装置（商品）の
組合せの一つ」、「Ｔ方式」というような意味合いを認識するのであって、本願商
標が自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないというべきであ
るから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しない。
    (5)　原告が特許庁における取扱例として引用する登録商標は、①役務に係るも
のであって本願商標の指定商品とは対象を異にするものか、②指定商品が同一であ
っても、構成する語が本願商標とは異なるものである等、本願商標とは事案を異に
する。したがって、上記登録例があることは、本件審決を取り消す理由にはならな
い。
第５　当裁判所の判断
  １　本願商標の構成とその指定商品
    (1)　本願商標が、「Ｔ－Ｓｙｓｔｅｍ」との文字を横書きして成り、第９類
「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気
測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、
加工ガラス（建築用のものを除く。）、救命用具、電気通信機械器具、レコード、
電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械
器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス



磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標
識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知器、事故防護用手袋、消火器、消火
栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火
被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電
極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウン
ト、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自
動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選
別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器
具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機
械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウェイトベ
ルト、ウェットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レ
ギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、
検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」を指定商品とする
商標であることは、当事者間に争いがない。
    (2)　本願商標の「Ｔ－Ｓｙｓｔｅｍ」の文字が、「Ｔ」及び「Ｓｙｓｔｅｍ」
という二つの文字をハイフンで結合した商標であることは明らかである。
２　取消事由１（本願商標の一体不可分性の看過）について
    原告は、審決が、本願商標を構成する「Ｔ」の文字と「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字
とを分離して観察した結果、本願商標の自他識別性を否定する判断を導いたのは、
本願商標の一体不可分性を看過した点で誤っている旨主張する。
    原告が「本願商標の一体不可分性」という場合の「一体不可分性」がいかなる
意味であるかが、まず問題である。
    原告のいう「一体不可分性」が、本願商標は、最終的には、全体として一つの
まとまった意味を有するものとして理解されるという趣旨にとどまるものであるな
らば、審決も、本願商標の一体不可分性を否定してはいない。このことは、審決の
記載自体、特に、「本願商標に接する需要者、取引者は、該「Ｔ」の文字を商品の
記号、符号を表すにすぎないものとして、また、「Ｓｙｓｔｅｍ」の文字を商品の
装置、方式を意味する語としてそれぞれ理解し認識するに止まり、全体としても自
他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが
相当である。」（審決書４頁１９行～２４行）によって明らかである
    原告のいう「本願商標の一体不可分性」が、本願商標を構成する「Ｔ」と「Ｓ
ｙｓｔｅｍ」の二つの要素が完全に融合して、それぞれの要素がそれ自体の意味を
有するものと認識されることはない状態に至っているという意味であるならば、採
用できない。
    すなわち、本願商標は、それを構成する「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」のいずれも
が、それ自体として、我が国においてよく知られた文字あるいは語であるうえ、こ
れら両者は、ハイフンによって明確に分離されているものである以上、本願商標に
接した一般の取引者・需要者に、「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」のそれぞれに着目した
観察と認識が生ずるのは、むしろ当然というべきであり、このような観察と認識が
生じないとするためには、それを根拠付ける特別の事情が認められなければならな
いというべきである。ところが、原告が引用する多数の例の存在も上記事情には該
当せず、他にも、上記事情を認めさせる資料はない。
    したがって、審決が、本願商標につき、「Ｔ」と「Ｓｙｓｔｅｍ」とを分離し
て観察したことに誤りはなく、この点についての原告の主張は失当である。
  ２　取消事由２（本願商標の識別性に関する誤認）について
    (1)　本願商標に用いられている「Ｓｙｓｔｅｍ」は、「複数の要素が有機的に
関係し合い、まとまった機能を発揮している要素の集合体」（広辞苑第４版参照）
を意味する語であり、証拠（乙第２号証の１ないし３）によれば、本願指定商品を
取り扱う業界において、音響機器につき「ＡＶシステム」、「ＡＵＤＩＯ　ＳＹＳ
ＴＥＭ」、「ＳＰＥＡＫＥＲ　ＳＹＳＴＥＭ」、情報機器につき「ＣＡＤシステ
ム」、「オペレーティングシステム」、「ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ」、
「コンピューターシステム」等、頻繁に用いられていることが認められる。上記認
定事実と弁論の全趣旨によれば、同業界において、一般に、「システム」又は「Ｓ
ｙｓｔｅｍ」の語は、「装置（商品）」、「装置（商品）の組み合せ」又は「方
式」を意味するものとして用いられ、一般の取引者・需要者も、そのような意味を
有するものとして認識するということができる。
        そして、証拠（乙第３号証の１ないし３、第４号証の１、２）によれば、
同業界においては、同一の製造者あるいは販売者が、例えば、コンピュータ用ソフ



トにつき、その性能により「Ａシステム」、「Ｂシステム」等の語を用いて、ステ
レオにつき、機器の組み合わせ形態の違いにより「５９５ａシステム」、「４９５
システム」、「３９５システム」、「Ｓ７０システム」の語を用いて、３４型テレ
ビ対応のシステム家具につき、構成単位となる家具の組み合わせ形態の違いにより
「ＳＹＳＴＥＭ　Ａ」、「ＳＹＳＴＥＭ　Ｂ」の語を用いて、それぞれ商品を区別
していること、本願指定商品以外の商品を取り扱う業界においても、同一の製造者
あるいは販売者が、例えば、機械器具の分野における鉄骨加工業界向けの自動溶接
システムにつき、工法の違いにより「Ｆシステム」、「Ｙシステム」の語を用い
て、プリント回路基盤分割装置につき、分割する方法の違いにより「Ｕシステ
ム」、「ＸＹシステム」の語を用いて、それぞれ商品を区別していることが認めら
れる。上記認定事実によれば、本願指定商品等を取り扱う業界において、同一種類
の商品につき、装置の性能、機能や装置を構成する機器の組み合わせ等の違いによ
り複数のタイプのものを提供している場合に、これらを区別する標識となる記号、
符号としてローマ字や数字を用い、これと「システム」又は「Ｓｙｓｔｅｍ」の文
字を組み合わせて表示することによって、商品を区別することが普通に行われてい
るものということができる。
        そうすると、形態上、上記組合せの一類型といえる本願商標に接する一般
の取引者・需要者は、特段の事情がない限り、本願商標につき、性能や構成する機
器の異なる他のシステムないし商品と区別するために用いられている標識であると
認識するにすぎず、本願商標が何人かの一定の業務に係るものであるとは認識し得
えないというべきである。
    (2)　原告は、本願商標に用いられている「Ｔ」の文字は、原告の名称の一部の
頭文字をとったものであり、原告の商標の冒頭部分に数多く採択されていること、
原告が、子会社を通じて、日本国内で販売、提供する商品、役務につき、冒頭部分
に「Ｔ」の文字を用いた商標を使用していること等を根拠に、本願商標の「Ｔ」の
文字は、商品、役務の符号や記号としてではなく、商標の必須構成要素となるもの
として働いているから、本願商標は、出所を表示するものとしての識別性がある旨
主張する。
        しかし、本願商標を採用した原告自身の主観的意図や使用状況が原告主張
のとおりであるとしても、(1)で説示したところによれば、本願商標が出所を表示す
るためのものとして識別性を有するといえるためには、本願商標を含め、冒頭部分
に「Ｔ」の文字を用いた商標が、原告の商品を表すものであることが、一般の取引
者・需要者に知られていることが必要であるというべきであるのに、このような事
実は本件全証拠によっても認めることができない。したがって、上記主張事実から
本願商標が自他識別性を有していると認めることはできない。
    (3)　原告は、特許庁において、本願商標と同一構成の商標を含むローマ字と
「Ｓｙｓｔｅｍ」とを結合した語が、多数、商標登録されていることを指摘する。
しかし、これらの各登録商標が、現に、商標として、すなわち商品あるいは役務の
出所を示すものとして、一般の取引者・需要者に認識されていると認めるに足りる
証拠はないから、これらの登録商標の存在は、本願商標の自他識別性の有無につい
ての判断を左右するものではない。
    (4)　他にも、前記特段の事情に該当すべき事実は、本件全証拠によっても認め
ることができない。したがって、本願商標につき自他識別性がないとした審決の判
断に誤りはない。
第６　結論
      以上のとおり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、その他審決
には、これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで、原告の本訴請求を棄却す
ることとし、訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間につい
て行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり
判決する。
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